
い
。
頼
る
者
も
少
な
く
、
心
細
い
日
々
の
苦

7
一
し
さ
は
、
子
育
て
の
費
任
を
背
に
し
て
乗
り

京
一
越
え
た
で
あ
ろ
う
。
五
歳
の
無
知
な
私
は
防

〈
一
空
壌
で
避
難
中
、
纏
っ
た
地
面
に
座
っ
て
熟

一
睡
し
た
た
め
病
気
と
な
り
生
死
の
境
を
さ
ま

一
ょ
っ
た
。
母
の
寝
ず
の
必
死
な
看
病
で一命

芝
一
を
取
り
留
め
た
。

3
一
兄
弟
た
ち
と
遠
縁
を
頼
っ
て
宮
械
県
女
川

町
の
漁
村
に
疎
開
し
た
数
年
間
、
米
を
手
に

入
れ
る
た
め
仙
台
へ
古
着
や
塩
を
運
ん
で
物 幼少生死の境さ

励
ま
し
で
増
え
た
。
子
ど
も
の
無
邪
気
さ
で

飛
来
し
た
艦
載
機
に手を
撮
っ
て、
機
銃
掃

射
の
標的
に
な
っ
た
私
を、
必
死
で
小
脇に

抱
え
て
軒
下
に
走
り
こんだ
母
親
の
強
さ
は

灘
異
で
あ
り
尊
敬
で
も
あ
る
。

母
は
、
数
年
前
百
識
で
他
界
し
た
。
感
謝
一

の
気
持ち
を
、
直
接
言
葉に
し
な
か
っ
た
こ
一

と
が
悔や
ま
れ
る
。
戦
時
中の
女
性
の
強
さ一

が
日
本
を
救
っ
た
と言っ
て
も過
言
で
は
な

一

4
U
出
ー
凶
司
の
戚
別
強
制
ベ
ペ
穴
。
体

の
丈
夫
な
農
村
男
子
が一番
先
に
赤
紙
が
き

て
徴
兵
さ
れた
。
労
働
力
は
当然
女
の
肩
に

の
し
か
か
っ
てき
た
。
加
えて
食
糧
増
産
の

掛
げ
声
が
重
な
り
、
あ
こ
が
れ
の
女
学
生
に

な
っ
た
の
も
つ
か
の
間
、
勤
労
奉
仕
に
明
け

暮
れ
た
。
上級
生
は
動
員
で
工
場
で
働
き
、

下
級
生
の私
た
ち
は
包
帯
洗い
や
農
家
の
手

伝
い
だ
っ
た。

米
軍
機
の
機
銃
掃
射
を
受
げ
て
麦
畑
に
伏

日
本
の
信
認
を
損
ね
た
失
態
に
け
じ
め
を
つ

け
、
教
訓
を
引
き
出
さ
ね
ば
な
た
。
け
れ
ども
、
そ
れ
だ
け
で
は
合
理

ら
な
い
。
新
国
立
競
技
場
の
迷
走
劇
を
検
証
す
る
文
部
科
学
省
の
第
三
者
委
員
的
な
説
明
は
つ
か
な

い
だ
ろ
う
。

日
一
会が動
き
だ
し
た。
拙
速
を
避
け
、
国
民
が
得
心
す
る
結
論
を
期
待
し
た

い
。
設
計
業
者
と
建
設
業
者
の
試
算
に
大

曜
一
－E
E
E
E
E

・
E
・
－
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I
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l
i

－

－
－
－
－

l
i
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幅
な
食
い
違
い
が
あ
る
の
に
、
文
科
省

畑
一
開
副
園
田
甥
酬
図
面
を
果
た
し
て
も
ら
い
た
い
。
甘
い
検
証
とJ
S
C
が
手
を
こ
ま
ぬ
い
てい
た
疑

ω
一
．
1
1
1
1
1
1
1

結
果
で
は
か
え
っ
て
反
発
を招く
。
い
や

、
双
方
の
ト
ッ
プ同
士
が
そ
う
し

1

一
一
一千
五
百
二
十
億
円
に
ま
で
膨
ら
ん
最
大
の
焦
点
は
、
な
ぜ
工
費
が
異
常
た
重
大
な
情
報
を
同
時
に
共
有
し
て
い

畑
一
だ工
費
が
非
難
を
浴
び
、
安倍晋
三首
な
ま

で
に
乱
高
下
した
の
か
で
あ
る
。
な

か
っ
た
実
態が
発
覚
し
て
い
る
。

川
一
相
が
整
備
計
画
を
白
紙
に
戻
し
た
問
題
ごO
二
一
年
七
月
、
国
際
デ
ザ
イ
ン
巨
大
ア
ー
チ
の
難
工
事
が
予
測
さ
れ

ち
一
で
あ
る
。
事
業
を
担
っ
て
き
た
独
立
行
コ
ン
ペ
の
実

施
時
には
千
三
百
億
円
だ
て
も、
国
際
公
約
を
理由
に
建築
家
ザ

笠
政
法
人
日
本
ス
ポ

ー
ツ
振
興
セ
ン
ター

っ
た
。
そ
の
一
年
後
三
平
億
円
主
ハ
・
ハデ
ィ
ド
氏
の
デ
ザ
イ
ン
に
執
着

伊
一
（JS
C

）
と
、
監
督
官
庁の
文
科
省
回
る
と
試
算
さ
れ
、
J
S
C

は
昨
年
五
す
る
。
工
費
増大
の
不
安
を
抱え
込
ん

年

一が
責
任
追
及
の
主
舞
台
‘

.

. 

‘
．‘
・

i
p
－
－
ー

だ
ま
ま
旧
競
技
場
の
解

堕
と
な
る
。

責
任
の
在
り
か
深
掘
り
を
体
を
進
め
る
。
建
築
家

一
第
三
者
委
を
設
置
し
一

－

，

、

1

・

1

棋
文
彦
氏
ら
が
提
言
し

2

一
た
下
村
博
文
文
詰

は
新
た
な
計
画
策
た
代

替
案
を
真剣
に
検
討
し
ない
。

一定
の
進
み
具
合
を
に
ら
み
、
九
月
半
ば
政
治
家
や
官
僚
の
金
銭
感
覚

、

硬
直

版
一
まで
に
成
果
を
得
た
い
意
向
を
示
し
て
し
た
意
識
、
指
揮
命
令
系
統
や
管
理
運

什
一い
る
。
し
か
し
、
検
証
の
対
象
と
さ
れ
営
体
制
の
機
能
不
全
・
・
。
第
三
者
委
は

国
一
てい
る
当
事
者自
ら
が
期
限
を
区
切
る
多
様

な
視
点
か
ら
切り
込
み
、構
造
的

E
一
ので
は
筋
が
通
ら
な
い
。
な
欠
陥
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。

畳
一
第
三
者
委
の
初
会
合
で
も
、
時
間
の
時

間
を
空
費
し
た
揚げ
句
、計
画撤

l

一
制
約
に
対
す
る
不
満
が
相
次
い
だ
。
公
固
ま
で
に
支
払
っ
た
経
費

約
六
十
二
億

－
’
一
正か
つ
申
立
を
旨
と
す
る
な
ら
、
国
民
円
が

無
駄
にな
る
お
そ
れ
も
生じ
た
。

．

を
向
い
て
、
焦
ら
ず
ひ
る
まず
に
任
務
関
係
者
の
責
任
逃
れ
は
許
さ
れ
な
い
。

月
、
規
模
を
縮
小
し
て
千
六
百
二
十
五

億
円
の
基
本
設
計
案
を
公
表
し
た
。

今
年
に
入
り
、
実
施
設
計
案
で
は
再

び
工
費
が三
千
億
円
を
超
え
る
亮
通
し

に
な
っ
た
。J
S
C

は
開
閉
式
屋
根
の

施
工
を
大
会
後
に
先
送
り
す
る
な
ど
の

見
直
し
を
し
た
が
、
最
終
的
に
二
千
五

百
二
十
億
円
に
達
し
て
し
ま
っ
た
。

資
材
費
や人
件
費
の
高
騰
、
消
費
税

増
税
が
要
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き

2015 ・ 8 ・ 10

わ
l

uり
は
一言
も
同
右
き
か
ず
ご
飯
－ba
べ
な
か

言
っ
た
。

あ
の
無
きc
は
お
ま
え
に
は
話
せ
な

ル
｝
い
と
。
今
の
中
学生
の
年
齢
で
あ
っ
た
。

れ
出
征
中
の
父の
安
否
は
話し
合
わ
な
か
っ

守
た
が
、
靖
国
の
家
と
な
っ
た
私
は

二
度
と
戦

は

争
は
嫌
だ
と
思
っ
た
。

後
か
ま
ど
に
煙
が
立
ち
、
笑
っ
て
話
が
で
き

銃
て
緑
の風
が
吹く
日
本
の
国
に
生ま
れ
た
幸

せ
を
、
孫
子
の
代
ま
で
残
し
て
や
れ
る
先
祖

と
な
り
た
い。

第
二
次
大
戦
中
、ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
収
容所
の
虐殺
に
関与
し
た
とし
て
し

十
四
歳
の
元
ナ
チ
ス
親
衛
隊
員
に
有
罪
判
決

が
言
い
渡
さ
れ
た
。
戦
後
七
十

－

の
今
も
戦
争
犯
罪
の
追
及
を
続
け
る
の
は
過
去
を
見
つ
め
る
こ
と
で
も
あ
る

働

際
軍
事
法
廷
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
…

よ
っ
て
戦
争
犯
罪
が
裁
か
れ
た
。
一

と
追
う
の
は
、
そ
の
後
も
自
国
の
一

当
局
に
よ
っ
て
戦
争
犯
罪
を
訴
追
・

裁
き
続
けた
こ
と
だ
。
一
九七
九

は
ナ
チ
ス
に
よ
る
虐
殺
を
議
に

的
な
殺
害
に
対
し
て
時
効
を
撤…

た
。
検
察
庁
の
機
関
、
ナ
チ
ス
犯

裁
か
れ
た
の
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ピ
ッ
ツ

に
到
着
し
た
ユ
ダ
ヤ人
ら
が
所
持
し
て

い
た
現
金
や
貴
金
属
を
管
理
す
る
会
計

係
だ
っ
たオ
ス
カ
i

・
グレ
l

ニ
ン
グ

被
告
。
一九
四
四
年
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
か

ら
移
送
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
約
三
十
万
人

を
ガ
ス
室
で
殺
害し
た

F

v

p

i

殺
人
ほ
う助
罪
に当
た

追
及
に
柊
わ

り

件

る
と
し
て
、
ド
イ
ツ
北

・

！

’

J
J

4

部
リ
ュl
ネ
ブ
ル
ク
地
裁
は
七
月、
禁

鋼
四
年
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

弁
護
側
は
無罪
を
主
張
し
た
が
、
被

告
は
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
で
ユ
ダ
ヤ
人
虐

殺
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
承
知
し
、

毒
ガ
ス
と
し
て
用い
ら
れ
た
チ
ク
ロン

B

の
注
文
や
、
移
送
者
の
誘
導
な
ど
を

し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
た
。

ド
イ
ツ
で
は
戦
後
ま
ず
、
東
京
裁
判

の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
連
合
国
設
置
の
国 及

セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、
こ

で
に
約
十
一
万
七
千
件
の
捜
査

い
、
約
七
千
五
百
件
を
立
件
し
た

グ
レ
！
ニ
ン
グ
被
告
に
対
す
る

に
は
好
余
曲
折
も
あ
っ
た
。
被
告

で
に
七
七
年
に
取
り
調
べ
を
受け

た
が
、
捜
査
は
八
五
年
に
中
断
宍

ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
具
体
的
な

が
な
く
、
証
人
も
い
な
か
っ
た

だ
。
四
年前
、
独南
部
ミ
ュン
ヘ


